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評価療養の対象とするプログラム医療機器について 

 

 

 

標記について、以下のとおり令和８年６月１日から新たに評価療養の対象とする

ので通知する。 

 

 

記 

 

 

１. 評価療養の対象とするプログラム医療機器 

販 売 名 ：リフトンＤ 

製造販売業者：ＤＴアクシス株式会社 

 

２. 評価療養の対象とする使用目的・使用方法等 

薬物療法が行われているにもかかわらず、症状が改善しない中等度以

上の抑うつ症状が残存するうつ病患者の精神症状の緩和 

 

３. 評価療養の対象とする期間 

令和８年６月１日から令和 12年５月 31日まで 

 




